
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）

（
農
道
整
備
）

（
ほ
場
整
備
）

き
ょ

（
暗
渠
排
水
）

大
野
東
部
地
区

平
二
八
・

八
・
三
〇
か
ら

平
二
八
・

九
・
二
〇
ま
で

豊
後
大
野
市

役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

平
成
二
十
八
年
県
民
歯
科
健
康
状
況
実
態
調
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
概
要
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
五
条
第
二
項
の
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

所
在
不
分
明
者
に
対
す
る
保
安
林
指
定
予
定
通
知
の
掲
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

落
札
者
等
の
公
示
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

大
分
県
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
推
進
条
例
（
平
成
二
十
五
年
大
分
県
条
例
第
五
十
二
号
）
及
び
大
分
県

統
計
条
例
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
民
歯
科
健
康
状
況
実
態
調
査

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
査
の
目
的

本
県
の
歯
科
健
康
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
て
き
た
歯
科
保
健
施
策
及
び

大
分
県
歯
科
口
腔
保
健
計
画
「
歯
ッ
ス
ル
大
分
八
〇
二
〇
」
の
評
価
並
び
に
今
後
の
歯
科
保
健
医
療
対
策

の
推
進
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
事
項

１

性
別

２

年
齢

３

歯
や
口
の
状
態

４

顎
関
節
の
異
常

５

歯
の
状
況

６

補
綴
の
状
況

７

歯
肉
の
状
況

三

調
査
範
囲

県
下
に
居
住
す
る
十
五
歳
以
上
の
者
か
ら
性
別
・
年
齢
階
層
別
に
抽
出
し
た
約
一
千
三
百
人

四

調
査
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

五

調
査
方
法

調
査
員
に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
及
び
口
腔
内
診
査
に
よ
り
行
う
。

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
概
要
に
意
見
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま

で
に
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
〇
九
号

八
月
三
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
字
白
ハ
マ
一
八
三
九
番
・
一
八
四
〇
番
・
字
越
田
尾
一
九
一
八
番
一
三
（
以

上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
白
ハ
マ
一
八
一
三
番
か
ら
一
八
一
五
番
ま
で
、

一
八
一
七
番
か
ら
一
八
二
六
番
ま
で
、
一
八
三
一
番
、
一
八
三
三
番
か
ら
一
八
三
八
番
ま
で
、
一
八
四
六

番
、
字
越
田
尾
一
九
一
八
番
八
か
ら
一
九
一
八
番
一
二
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
白
ハ
マ
一
八
二
六
番
・
一
八
三
一
番
・
一
八
三
三
番
か
ら
一
八
四
〇
番
ま
で
・
字
越
田
尾
一
九

一
八
番
一
一
か
ら
一
九
一
八
番
一
三
ま
で
（
以
上
十
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
伐
倒
駆
除
命
令
の
内
容
と
な
る

事
項
を
次
の
よ
う
に
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
内
に
お
い
て
森
林
若
し
く
は
樹
木
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
で
不
服
の
あ
る
も

の
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
知
事
に
不
服
を
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

区
域
及
び
期
間

１

区
域

杵
築
市
、
国
東
市
及
び
佐
伯
市
の
区
域
内
に
存
す
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室
及

び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

２

期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

松
く
い
虫
が
附
着
し
て
い
る
樹
木
の
存
す
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
樹
木
の
伐

倒
及
び
破
砕
又
は
当
該
樹
木
の
伐
倒
及
び
焼
却
（
炭
化
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
。

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の
１
に
定
め
る
区
域
の
松
林
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
け
る
過
去
の
松
く
い
虫
被
害
の
状
況
か
ら

み
て
、
三
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
の
被
害
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、
同
区
域
の
松
林
に
重
大
な

損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

１

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

２

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
破
砕
を
行
う
場
合
は
、
破
砕
後
の
木
片
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

（
木
材
チ
ッ
パ
ー
に
よ
り
破
砕
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
に
な
る
よ
う
に

破
砕
を
行
う
こ
と
。

３

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
三
に
掲
げ

る
樹
木
の
所
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
振
興
局
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し

て
、
損
失
補
償
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償
金
を
交
付
す
る
。

４

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、
一
の
２
に
定
め
る
期
間
内
に
三
に

掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当

該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

５

知
事
は
、
４
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
べ

き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
、
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
べ

き
損
失
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す

る
こ
と
が
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

備
考

県
道
飯
田
高

原
中
村
線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
後
野

上
字
下
小
屋
五
四
七
番
三

地
先
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
野
上

字
野
上
八
番
一
地
先
ま
で

前

Ａ

一
四
・
〇

〜

六
・
五

五
八
三
・
一

上
記
Ａ
及

び
Ｂ
は
、

関
係
図
面

に
表
示
す

る
敷
地
の

区
分
を
い

う
。

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
後
野

上
字
下
小
屋
五
四
八
番
四

か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
野
上

字
本
村
五
二
〇
番
八
ま
で

Ｂ

四
七
・
〇

〜

九
・
四

六
九
〇
・
〇

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
後
野

上
字
下
小
屋
五
四
八
番
四

か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
野
上

字
本
村
五
二
〇
番
八
ま
で

後

Ｂ

四
七
・
〇

〜

九
・
四

六
九
〇
・
〇

所

在

の

不

分

明

な

者

の

氏

名

掲

示

場

所

梅
木
重
徳
、
梶
原
朔
朗
、
玉
麻
伊
蔵
、
松
崎
若
松
、
矢
野
八
二
郎

中
津
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
公

告

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林

予
定
森
林
の
属
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

二

通
知
の
要
旨

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
予
定
に
係
る
通
知
が
あ
っ

た
た
め
、
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日
付
け
大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号
に
よ
り
行
っ
た
同
法
第
三

十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
立
病
院
長

井

上

敏

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

心
臓
血
管
撮
影
装
置
一
式
（
本
体
及
び
周
辺
機
器
の
搬
入
・
設
置
、
現
有
機
器
の
撤
去
・
処
分
、
設
備

工
事
、
保
守
委
託
等
を
含
む
。
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課

大
分
市
大
字
豊
饒
四
百
七
十
六
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ア
ス
テ
ム

代
表
取
締
役

吉

村

恭

彰

大
分
市
西
大
道
二
丁
目
三
番
八
号

五

落
札
金
額

二
億
一
千
九
百
七
十
八
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
立
病
院
長

井

上

敏

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

脳
神
経
外
科
手
術
用
顕
微
鏡
一
式

（
旧
機
器
撤
去
・
処
分
を
含
む
。
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課

大
分
市
大
字
豊
饒
四
百
七
十
六
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
七
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
田
吹
ム
ト
ウ
本
店
営
業
部

取
締
役
部
長

正

喜

浩

司

大
分
市
大
石
町
五
丁
目
三
番
二
号

五

落
札
金
額

五
千
百
八
十
四
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
立
病
院
長

井

上

敏

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

新
生
児
生
体
モ
ニ
タ
ー
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課

大
分
市
大
字
豊
饒
四
百
七
十
六
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ア
ス
テ
ム

代
表
取
締
役

吉

村

恭

彰

大
分
市
西
大
道
二
丁
目
三
番
八
号

五

落
札
金
額

九
千
二
百
八
十
八
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

四


